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放 送 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 
○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ）                        （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現   行 

  

（ 認 定 の 申 請 ） （ 認 定 の 申 請 ） 

第 六 十 一 条 （ 略 ）  第 六 十 一 条 （ 略 ）  

一 ・ 二 （ 略 ）  一 ・ 二 （ 略 ）  

三 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送  三 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送  

イ 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信

の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 八 十 七 号 。 以 下 「 デ ジ

タ ル 放 送 の 標 準 方 式 」 と い う 。 ） 第 四 章 第 一 節 に 定 め る 放 送

に あ つ て は 、 放 送 の 種 類 ご と 、 希 望 す る 放 送 対 象 地 域 ご と 、

希 望 す る 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム （ デ ジ タ ル 放

送 の 標 準 方 式 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 三 セ グ メ ン ト 形 式 の

Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 一 セ グ メ ン ト 形

式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 十 一 条 第

一 項 に 規 定 す る 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム を い う

。 以 下 同 じ 。 ） の 別 ご と 、 か つ 、 希 望 す る セ グ メ ン ト 数 又 は

基 準 セ グ メ ン ト 数 （ 使 用 す る セ グ メ ン ト 数 が 瞬 間 ご と に 変 動

す る 場 合 に お い て 、 基 準 と な る セ グ メ ン ト 数 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） ご と 

 

ロ  デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章 第 二 節 に 定 め る 放 送 に あ つ

て は 、 放 送 の 種 類 ご と 、 希 望 す る 放 送 対 象 地 域 ご と 、 希 望 す

る 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム （ デ ジ タ ル 放 送 の

放 送 の 種 類 ご と 、 希 望 す る 放 送

対 象 地 域 ご と 、 希 望 す る 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー

ム （ 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信
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標 準 方 式 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の

Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 一 セ グ メ ン ト 形

式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム の 別 ご と 、 か つ 、 希 望 す る セ グ メ ン ト

数 又 は 基 準 セ グ メ ン ト 数 （ テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ つ て は 、 放

送 を す る 一 の 放 送 番 組 ） ご と 

の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 八 十 七 号 。 以 下 「 デ ジ タ

ル 放 送 の 標 準 方 式 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 十

三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又

は 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準

方 式 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ

レ ー ム を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 別 ご と 、 か つ 、 希 望 す る セ グ メ

ン ト 数 又 は 基 準 セ グ メ ン ト 数 （ 使 用 す る セ グ メ ン ト 数 が 瞬 間 ご

と に 変 動 す る 場 合 に お い て 、 基 準 と な る セ グ メ ン ト 数 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） ご と 

  

 （ 認 定 の 際 に 指 定 す る 周 波 数 の 表 示 ）  （ 認 定 の 際 に 指 定 す る 周 波 数 の 表 示 ） 

第 七 十 条 （ 略 ） 第 七 十 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

３ セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章 第 一

節 に 定 め る セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 を い う 。 ） に よ る 放 送 を 行 う

移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 四 条 第 一 項 第 三 号

の 規 定 に よ る 周 波 数 の 指 定 に 際 し て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 指 定 す

る も の と す る 。 

 

一 中 央 の 周 波 数  

二 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 又 は 一 セ グ メ ン ト 形 式

の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム の 別 

 

三 伝 送 方 式  

四 セ グ メ ン ト 数 又 は 基 準 セ グ メ ン ト 数  

五 搬 送 波 の 変 調 の 方 式  

六 誤 り 訂 正 内 符 号 の 符 号 化 率  
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４ セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章 第 二

節 に 定 め る セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 を い う 。 ） に よ る 移 動 受 信 用

地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 四 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ

る 周 波 数 の 指 定 に 際 し て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 七 号 か ら 第 十 一

号 ま で に 掲 げ る 事 項 に あ つ て は 、 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 移 動 受

信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 の 場 合 に 限 る 。 ） を 指 定 す る も の と す る

。 

３ セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章 第 一

節 に 定 め る セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ る

移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 四 条 第 一 項 第 三 号

の 規 定 に よ る 周 波 数 の 指 定 に 際 し て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を

指 定 す る も の と す る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ）  一 ～ 六 （ 略 ） 

七 補 完 放 送 の 方 法 （ 補 完 放 送 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ）  

 八 一 の 映 像 の 符 号 化 さ れ る 映 像 信 号 の 走 査 方 式 及 び 一 の 映 像 の

走 査 線 数 

 

 九 一 の 映 像 の 符 号 化 さ れ た 映 像 信 号 の 水 平 方 向 の 輝 度 信 号 の 画

素 数 

 

十 一 の 映 像 の 符 号 化 さ れ た 映 像 信 号 の フ レ ー ム 周 波 数 （ デ ジ タ

ル 放 送 の 標 準 方 式 第 二 十 四 条 の 五 の 規 定 に よ り 符 号 化 さ れ る 映

像 信 号 に 限 る 。 ） 

 

十 一 一 の 映 像 の 符 号 化 さ れ た 映 像 信 号 の 一 フ レ ー ム 当 た り の 垂

直 方 向 の 輝 度 信 号 の 画 素 数 

 

５ こ の 条 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 
４ こ の 条 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 三 （ 略 ） 

イ （ 略 ） イ （ 略 ） 

ロ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章

第 一 節 に 定 め る 放 送 に あ つ て は デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 二

ロ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る

放 送 に あ つ て は デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 二 十 九 条 に 規 定 す
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十 四 条 の 四 に 規 定 す る 四 相 位 相 変 調 又 は 十 六 値 直 交 振 幅 変 調

、 同 章 第 二 節 に 定 め る 放 送 に あ つ て は デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方

式 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 四 分 の π シ フ ト 差 動 四 相 位 相 変 調 、

四 相 位 相 変 調 、 十 六 値 直 交 振 幅 変 調 又 は 六 十 四 値 直 交 振 幅 変

調 

る 四 分 の π シ フ ト 差 動 四 相 位 相 変 調 、 四 相 位 相 変 調 、 十 六 値

直 交 振 幅 変 調 又 は 六 十 四 値 直 交 振 幅 変 調 
四 （ 略 ） 四 （ 略 ） 

イ （ 略 ） イ （ 略 ） 

ロ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章

第 一 節 又 は 第 二 節 に 定 め る 放 送 に あ つ て は デ ジ タ ル 放 送 の 標

準 方 式 第 二 十 四 条 の 七 又 は 第 三 十 二 条 に お い て 準 用 す る デ ジ

タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 誤 り 訂 正 内 符

号 の 符 号 化 率 

ロ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る

放 送 に あ つ て は デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 三 十 二 条 に お い て

準 用 す る デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る

誤 り 訂 正 内 符 号 の 符 号 化 率 

  

（ 様 式 等 ） （ 様 式 等 ） 

第 七 十 一 条 （ 略 ） 第 七 十 一 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ） 

４ 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四

章 第 一 節 又 は 第 二 節 に 定 め る 放 送 を 行 う 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送

の 業 務 に 係 る 認 定 証 に 周 波 数 を 記 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

 
４ 前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る 放 送 を 行

う 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 認 定 証 に 周 波 数 を 記 載 す

る 場 合 に 準 用 す る 。 

 

  

（ 放 送 事 項 等 の 変 更 ） （ 放 送 事 項 等 の 変 更 ） 

第 七 十 六 条 （ 略 ） 第 七 十 六 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

３ 法 第 九 十 七 条 第 一 項 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は ３ 法 第 九 十 七 条 第 一 項 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は
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、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。 
一 放 送 事 項 の う ち 補 完 放 送 に 係 る 追 加 、 削 除 又 は 変 更 の 場 合 （

衛 星 基 幹 放 送 及 び 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 場 合 に 限 る 。 ） 

一 放 送 事 項 の う ち 補 完 放 送 に 係 る 追 加 、 削 除 又 は 変 更 の 場 合 （

衛 星 基 幹 放 送 の 場 合 に 限 る 。 ） 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ） 

  

（ 有 料 放 送 事 業 者 の 数 ） （ 有 料 放 送 事 業 者 の 数 ） 

第 百 七 十 六 条 法 第 百 五 十 二 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 有 料 放 送

事 業 者 の 数 は 、 次 に 掲 げ る 区 分 ご と に 、 十 と す る 。  

 

第 百 七 十 六 条 法 第 百 五 十 二 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 有 料 放 送

事 業 者 の 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

数 と す る 。 

一 衛 星 基 幹 放 送 又 は 衛 星 一 般 放 送 一 衛 星 基 幹 放 送 又 は 衛 星 一 般 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め

に 有 料 放 送 管 理 業 務 （ 法 第 百 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放

送 管 理 業 務 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 場 合 十 

二 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送  

三 有 線 一 般 放 送 二 有 線 一 般 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理 業

務 を 行 う 場 合 十 

四 地 上 一 般 放 送 三 地 上 一 般 放 送 を 行 う 有 料 放 送 事 業 者 の た め に 有 料 放 送 管 理 業

務 を 行 う 場 合 十 

五 前 各 号 に 掲 げ る 放 送 以 外 の 放 送  

  

第 百 七 十 八 条 法 第 百 五 十 二 条 第 一 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事

項 は 、 有 料 放 送 管 理 業 務 （ 同 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 業 務 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 有 料 放 送 事 業 者 に 関 す る 事 項 と す る 。 

第 百 七 十 八 条 法 第 百 五 十 二 条 第 一 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事

項 は 、 有 料 放 送 管 理 業 務 に 係 る 有 料 放 送 事 業 者 に 関 す る 事 項 と す

る 。 

  

（ 書 類 の 提 出 等 ） （ 書 類 の 提 出 等 ） 
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第 二 百 十 六 条 法 （ 第 五 章 、 第 六 章 、 第 百 四 十 七 条 、 第 百 七 十 五 条

及 び 第 百 八 十 条 の 規 定 に 限 る 。 ） 又 は こ の 省 令 （ 第 四 章 及 び 第 五

章 の 規 定 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 す る 書 類 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り

提 出 す る こ と が で き る 。 

第 二 百 十 六 条 法 （ 第 五 章 、 第 六 章 、 第 百 四 十 七 条 、 第 百 七 十 五 条

及 び 第 百 八 十 条 の 規 定 に 限 る 。 ） 又 は こ の 省 令 の 規 定 （ 第 四 章 及

び 第 五 章 の 規 定 に 限 る 。 ） に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 す る 書 類 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り

提 出 す る こ と が で き る 。 

一 （ 略 ） 一 申 請 、 届 出 又 は 報 告 （ 以 下 「 申 請 等 」 と い う 。 ） 当 該 申 請

等 を し よ う と す る 者 が 行 い 、 又 は 行 お う と す る 放 送 の 放 送 対 象

地 域 （ 当 該 申 請 等 に 係 る 放 送 の 放 送 対 象 地 域 が 全 国 で あ る 場 合

に あ つ て は 、 当 該 放 送 の 業 務 に 用 い ら れ る 電 気 通 信 設 備 の 設 置

場 所 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 業 務 区 域 （ こ れ ら の 区 域 が 二

以 上 の 総 合 通 信 局 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 を 含 む 。 次 号 及 び 次 項

に お い て 同 じ 。 ） の 管 轄 区 域 に わ た る と き は 、 そ の い ず れ か 一

の 管 轄 区 域 ） を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 を 経 由 し て 当 該 申 請 等 を

行 う こ と 。 

二 （ 略 ） 二 第 百 六 十 七 条 の 規 定 に よ る 意 見 書 当 該 意 見 書 に 係 る 裁 定 の

申 請 に 係 る 地 上 基 幹 放 送 （ テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 限 る 。 ） を 行 う

基 幹 放 送 事 業 者 の 放 送 対 象 地 域 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 を 経 由

し て 提 出 す る こ と 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 （ 第 九 十 三 条 、 第 九 十 六 条 か ら 第

九 十 八 条 ま で 及 び 第 百 七 十 五 条 の 規 定 に 限 る 。 ） 又 は こ の 省 令 （

第 六 十 一 条 、 第 六 十 四 条 、 第 六 十 五 条 、 第 七 十 四 条 及 び 第 七 十 六

条 か ら 第 七 十 九 条 ま で の 規 定 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 地 上 基 幹 放

送 及 び 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章

第 一 節 に 定 め る 放 送 に 限 る 。 ） に 係 る 申 請 等 を 行 う 者 は 、 当 該 規

定 に 定 め る 書 類 一 通 及 び そ の 写 し 二 通 を 当 該 申 請 等 を 行 い 、 又 は

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 （ 第 九 十 三 条 、 第 九 十 六 条 か ら 第

九 十 八 条 ま で 及 び 第 百 七 十 五 条 の 規 定 に 限 る 。 ） 又 は こ の 省 令 の

規 定 （ 第 六 十 一 条 、 第 六 十 四 条 、 第 六 十 五 条 、 第 七 十 四 条 及 び 第

七 十 六 条 か ら 第 七 十 九 条 ま で の 規 定 に 限 る 。 ） に よ り 地 上 基 幹 放

送 に 係 る 申 請 等 を 行 う 者 は 、 当 該 規 定 に 定 め る 書 類 一 通 及 び そ の

写 し 二 通 を 当 該 申 請 等 を 行 い 、 又 は 行 お う と す る 放 送 の 放 送 対 象

地 域 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 を 経 由 し て 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ
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行 お う と す る 放 送 の 放 送 対 象 地 域 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 を 経 由

し て 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 写

し の 提 出 部 数 を 減 じ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 写 し の 提 出 部 数 を 減 じ た と き は

、 こ の 限 り で な い 。 

３ （ 略 ）  ３ 総 務 大 臣 は 、 前 項 の 書 類 を 受 理 し た と き は 、 そ の 写 し 一 通 に つ

い て 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し て 提 出 し た 者 に 返 す も の

と す る 。 

４ 前 三 項 の 規 定 は 、 申 請 等 を 行 い 、 又 は 行 お う と す る 放 送 が 、 国

際 放 送 、 中 継 国 際 放 送 、 協 会 国 際 衛 星 放 送 、 移 動 受 信 用 地 上 基 幹

放 送 （ デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 四 章 第 一 節 に 定 め る 放 送 を 除 く

。 ） 、 衛 星 基 幹 放 送 又 は 衛 星 一 般 放 送 で あ る 場 合 に は 、 適 用 し な

い 。 

４ 前 三 項 の 規 定 は 、 申 請 等 を 行 い 、 又 は 行 お う と す る 放 送 が 、 国

際 放 送 、 中 継 国 際 放 送 、 協 会 国 際 衛 星 放 送 、 移 動 受 信 用 地 上 基 幹

放 送 、 衛 星 基 幹 放 送 又 は 衛 星 一 般 放 送 で あ る 場 合 に は 、 適 用 し な

い 。 

別表第六の三号（第 64 条関係） 

 

移動受信用地上基幹放送の業務認定申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

（ふりがな） 

氏 名（法人または団体にあつては、名称

及び代表者の氏名。記名押印又は

署名） 

電 話 番 号 

 

移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第３

項の規定により申請します。 

別表第六の三号（第 64 条関係） 

 

移動受信用地上基幹放送の業務認定申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

（ふりがな） 

氏 名（法人または団体にあつては、名称

及び代表者の氏名。記名押印又は

署名） 

電 話 番 号 

 

移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第

３項の規定により申請します。 
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基幹放送の種類（注１）  

基幹放送の業務に用いられる

基幹放送局について電波法の

規定による免許を受けようと

する者又はその免許を受けた

者の氏名又は名称（注２） 

 

希望する放送対象地域  

希望する周波数（注３）  

業務開始の予定期日  

放送事項（注４）  

基幹放送の業務に用いられる

電気通信設備の概要（注５） 
 

欠格事由の有無（注６） □ 有  □ 無 

注１ 法第91条第１項の規定による基幹放送普及計画の「第３  基幹放送

の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目

標」の「２ 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び

放送対象地域ごとの放送系の数の目標」に規定されている「基幹放送

の区分」の各項目を記載すること。また、有料放送の場合にあつて

は、その旨も記載すること。 

（記載例） 「移動受信用地上基幹放送（標準テレビジョン放送等の

うちデジタル放送に関する送信の標準方式第四章第二節に

定める放送）―マルチメディア放送」 

注２ 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について、電波法の規定に

よる免許を受けようとする一の者又は当該免許を受けた一の者の氏名

基幹放送の種類（注１）  

基幹放送の業務に用いられる

基幹放送局について電波法の

規定による免許を受けようと

する者又はその免許を受けた

者の氏名又は名称（注２） 

 

希望する放送対象地域  

希望する周波数（注３）  

業務開始の予定期日  

放送事項（注４）  

基幹放送の業務に用いられる

電気通信設備の概要（注５） 
 

欠格事由の有無（注６） □ 有  □ 無 

注１ 法第91条第１項の規定による基幹放送普及計画の「第３  基幹放送

の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目

標」の「２ 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び

放送対象地域ごとの放送系の数の目標」に規定されている「基幹放送

の区分」の各項目を記載すること。また、有料放送の場合にあつて

は、その旨も記載すること。 

（記載例） 「移動受信用地上基幹放送（207.5MHzから222MHzまでの

周波数を使用する放送）―マルチメディア放送」 

 

注２ 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について、電波法の規定に

よる免許を受けようとする一の者又は当該免許を受けた一の者の氏名
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又は名称を記載すること。 

注３ 

⑴ デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるマルチメディア放送

を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合は、次のように記載する

こと。 

（記載例） 中央の周波数 101.285714MHz 

使用するＯＦＤＭフレーム ３セグメント形式のＯＦＤ

Ｍフレーム 

伝送方式 セグメント連結伝送方式 

セグメント数 基準１セグメント 

搬送波の変調の方式 16ＱＡＭ 

誤り訂正率 １／２ 

⑵ デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるテレビジョン放送を

行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合は、次のように記載するこ

と。 

（記載例） 中央の周波数 210.428MHz 

使用するＯＦＤＭフレーム 13セグメント形式のＯＦＤ

Ｍフレーム 

伝送方式 セグメント連結伝送方式 

セグメント数 基準１セグメント（補完放送（音声）を

含む。※） 

搬送波の変調の方式 16ＱＡＭ 

誤り訂正率 １／２ 

符号化される映像信号の走査方式及び走査線数 一本お

き／525本 

符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数

352画素 

符号化された映像信号のフレーム周波数 30／1.001Ｈz 

符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の

輝度信号の画素数 480画素 

又は名称を記載すること。 

注３  
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     ※ 補完放送であつてテレビジョン放送の映像に伴うもの以外の

ものの放送を行う場合は、当該補完放送に係る一秒当たりのセ

グメント数又は一秒当たりの基準セグメント数（当該補完放送

に係る一秒当たりのセグメント数又は一秒当たりの基準セグメ

ント数の記載が困難である場合にあつては、補完放送に係る一

秒当たりのセグメント数又は一秒当たりの基準セグメント数）

を明記すること。 

⑶ デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるマルチメディア放送

を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合は、次のように記載する

こと。 

（記載例） 中央の周波数 210.428MHz 

使用するＯＦＤＭフレーム 13セグメント形式のＯＦＤ

Ｍフレーム 

伝送方式 セグメント連結伝送方式 

セグメント数 基準10セグメント 

搬送波の変調の方式 16ＱＡＭ 

誤り訂正率 １／２ 

注４ 

(1) テレビジョン放送（特別な事業計画により放送番組を編集するもの

を除く。）を行う基幹放送の業務の場合 

放送事項を放送番組の目的別種類（報道、教育、教養、娯楽、その

他をいう。以下同じ。）により、次のように記載すること。この場合

において、データを併せ送るものであるときは、別表第六の二号注５

⑶のデータ放送を行う場合の記載例に準じ、併せて記載すること。 

（記載例） 報 道 （一般ニュース、ニュース解説、スポーツニュ

ース、週間ニュース、災害に関する情報等） 

教 育 （学年別学校向講座、英会話の時間、職業教育講

座等） 

教 養 （政治解説、政治討論会、婦人向講座、文学座談

会、音楽講座、街頭討論会等） 

 

 

 

 

 

 

 

セグメント連結伝送方式による移動受信用地上基幹放送の業務の場

合は、次のように記載すること。 

 

  （記載例） 中央の周波数 210.428MHz 

使用するＯＦＤＭフレーム 13セグメント形式のＯＦＤ

Ｍフレーム 

伝送方式 セグメント連結伝送方式 

セグメント数 基準10セグメント 

搬送波の変調の方式 16ＱＡＭ 

誤り訂正率 １／２ 

注４ 
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娯 楽 （音楽、スポーツ行事、小説朗読、演芸等） 

その他 （通信販売番組等） 

 (2) テレビジョン放送（特別な事業計画により放送番組を編集するも

のに限る。）を行う基幹放送の業務の場合 

   放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野及び主たる言語項目ご

とに次の記載例に従つて記載すること。この場合において、データを

併せ送るものであるときは、別表第六の二号注５⑶のデータ放送を行

う場合の記載例に準じ、併せて記載すること。 

 （記載例） 

分   野 主たる言語 備考 

学校教育番組（主として高校・大学受

験対策講座） 

  

野球、サッカーを中心としたスポーツ

番組 

  

ドイツ国内で放送されているニュー

ス、ドラマ、ドキュメンタリー番組 
ドイツ語 

 

   （注１） 分野の欄は、当該放送番組の特徴が分かるような表現

で簡潔に記載すること。 

   （注２） 主たる言語の欄は、日本語以外の言語を主たる使用言

語とする場合にのみ記載すること。 

   （注３） 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするもので

ある場合は、備考の欄にその旨を記載すること。 

 (3) マルチメディア放送を行う基幹放送の業務の場合 

ア 放送事項を放送番組の実態に合わせて、放送番組の形態及び分野

ごとに次の記載例に従つて記載すること。 

（記載例） 

放送番組の形態 分野 備考 

リアルタイム型放送番組 
野球、サッカーを中心とした

スポーツ番組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 放送事項を放送番組の実態に合わせて、放送番組の形態及び分野ご

とに次の記載例に従つて記載すること。 

（記載例） 

放送番組の形態 分野 備考 

リアルタイム型放送番組
野球、サッカーを中心とした

スポーツ番組 
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蓄積型放送番組 音楽、ドラマ  

（注１） リアルタイム型放送番組とは全ての受信者が同時に受信

設備において視聴することができる形態の放送番組をい

い、蓄積型放送番組とは受信者があらかじめ受信設備に蓄

積させておくことにより、蓄積後の任意の時間に視聴する

ことができる形態の放送番組をいう。 

（注２） 分野の欄は、当該放送番組の特徴が分かるような表現で

簡潔に記載すること。 

（注３） 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするものであ

る場合は、備考欄にその旨を記載すること。 

 

 

 

 

 

イ 放送番組の検索又は選択に関する情報を含む放送の業務を行う場

合は、その旨を記載すること。 

(4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合 

   放送事項を次のように記載すること。 

ア 博覧会等の用に供する場合 

（記載例） （何）博覧会の案内等に係る事項 

イ 災害発生時に役立てる場合 

（記載例） （何）地震の災害対策及び被災者救援のための生活情

報等に係る事項 

  (5) (1)から(4)までに定めるもののほか、次のアからウまでに掲げる事

項について、記載すること。（ウについては、デジタル放送の標準方

式第４章第１節に定める放送の業務の場合を除く。） 

ア 有料放送の有無 

（記載例） 有料放送の有無：無 

イ 放送事項における成人向け番組（性的好奇心をそそるため性的な

蓄積型放送番組 音楽、ドラマ  

（注１） リアルタイム型放送番組とは全ての受信者が同時に受

信設備において視聴することができる形態の放送番組をい

い、蓄積型放送番組とは受信者があらかじめ受信設備に蓄

積させておくことにより、蓄積後の任意の時間に視聴する

ことができる形態の放送番組をいう。 

（注２） 分野の欄は、当該放送番組の特徴が分かるような表現

で簡潔に記載すること。 

（注３） 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするもので

ある場合は、備考欄にその旨を記載すること。 

(2) 放送事項における成人向け番組（性的好奇心をそそるため性的な行

為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる番組で、青少

年に有害な影響を与えるおそれのある放送番組をいう。）の有無につ

いて、次の記載例に従つて記載すること。 

（記載例） 成人向け番組の有無：無 

(3) 放送番組の検索又は選択に関する情報を含む放送の業務を行う場合

は、その旨を記載すること。 

(4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合 

 

ア 博覧会等の用に供する場合 

（記載例） （何）博覧会の案内等に係る事項 

イ 災害発生時に役立てる場合 

（記載例） （何）地震の災害対策及び被災者救援のための生活情

報等に係る事項 
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行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる番組で、

青少年に有害な影響を与えるおそれのある番組をいう。）の有無 

（記載例） 成人向け番組の有無：無 

ウ １週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送

（有料放送により行われるものを除く。）に係る放送時間の占める

割合 

（記載例） １週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う

広告放送（有料放送により行われるものを除く。）に係る

放送時間の占める割合は30％以下とする。 

注５ （略） 

注６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注５ （略） 

注６ （略） 

別表第七の三号（第 65 条第１項関係） 

第３ 移動受信用地上基幹放送に係る事業計画書 

別表第七の三号（第 65 条第１項関係） 

第３ 移動受信用地上基幹放送に係る事業計画書 
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長 
 

辺 

事 業 計 画 書 

（別紙） 

□(１) 経営形態及び資本又は出資の額 

□(２) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 

□(３) 主たる出資者及び議決権の数 

□(４) 100分の33.33333を超える議決権を有する者に関する事項 

□(５) 10分の１を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者

若しくは他の地上基幹放送事業者又は100分の33.33333を超

える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移

動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 

□(６) 役員に関する事項 

□(７) 放送番組の編集の基準 

□(８) 放送番組の編集に関する基本計画 

□(９) 週間放送番組の編集に関する事項 

□(10) 放送番組の審議機関に関する事項 

□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

□(12) 災害放送に関する事項 

□(13) 将来の事業予定 

□(14) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の

業務概要 

短   辺    （日本工業規格Ａ列４番によること。）

 

注１ （略） 

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、

注１の表の区分に従つて該当する事項にレ印を付けること。 

 (1)～(6) （略）  

(7) 別紙(7)は、放送番組の目的別種別（別表第六の三号注４⑵及び⑶

の場合を除く。）及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集

の基準又はその案を記載すること。  

長 
 

辺 

事 業 計 画 書 

（別紙） 

□(１) 経営形態及び資本又は出資の額 

□(２) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 

□(３) 主たる出資者及び議決権の数 

□(４) 100分の33.33333を超える議決権を有する者に関する事項 

□(５) 10分の１を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者

若しくは他の地上基幹放送事業者又は100分の33.33333を超

える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移

動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 

□(６) 役員に関する事項 

□(７) 放送番組の編集の基準 

□(８) 放送番組の編集に関する基本計画 

□(９) 週間放送番組の編集に関する事項 

□(10) 放送番組の審議機関に関する事項 

□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

□(12) 災害放送に関する事項 

□(13) 将来の事業予定 

□(14) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の

業務概要 

短   辺    （日本工業規格Ａ列４番によること。） 

 

注１ （略） 

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、

注１の表の区分に従つて該当する事項にレ印を付けること。 

(1)～(6) （略） 

(7) 別紙(7)は、放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準

又はその案を記載すること。  
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(8) （略） 

(9) 別紙(9)は、次の様式により記載すること。 

ア テレビジョン放送を行う場合 

放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間（臨時

目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。）について、

次の(ｱ)から(ｳ)までの様式により記載すること。 

(ｱ) 放送番組表 

曜日

時刻
月 火 水 木 金 土 日 

        

計 
時間

分

時間

分 

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

合計 時間     分 備考  

（注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

（注２） 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別（別表第六

の三号の注４(2)の場合を除く。）のいずれに該当する

かを色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄

内に表示すること。この場合において、一の放送番組の

内容が２以上の種類に該当するときは、それらの種類の

全てについて表示するとともに放送時間を付記するこ

と。 

（注３） 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を

記載すること。 

（注４） 補完放送であつて、映像に伴うものの放送を行うもの

の場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の

欄内に表示すること。この場合において、一の放送番組

で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全て

(8) （略） 

(9)  
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について表示するとともに放送時間を付記するものと

し、１週間の総放送時間について、字幕放送、解説放送

の別に１週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備

考欄に記載すること。 

（注５） 複数の走査方式等による放送を行うものの場合は、

個々の放送番組の欄内に走査方式等の別が分かる記号等

を記載すること。 

（注６） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に

係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」

の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る放送時間

及び比率を（ ）で再掲すること。 

(ｲ) 放送の目的別種類による放送時間等 

放送の目的別種類 １週間の放送時間 比率 備考 

報 道 

教 育 

教 養 

娯 楽 

その他 

時間 分 ％  

合 計 時間 分 100.0％  

（注１） １週間の放送時間の欄は、(ｱ)の放送番組表に基づいて集

計したものを記載すること。 

（注２） 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組その

他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送

番組をいい、通信販売番組とそれ以外のものとに細分する

こと。 

（注３） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記

載すること。 

(ｳ) 他から供給を受ける放送番組の時間等 

供給者名 
１週間の放送時間（他から

の供給を受ける放送番組） 

供給に関する

協定等の有無 
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（ニュース） 

放送事業者 

小計 時間 分（ ％）

 

その他の者 

小計 時間 分（ ％）

 

計（①） 時間 分（ ％）  

（ニュース以外

の番組） 

放送事業者 

小計 時間 分（ ％）

 

その他の者 

小計 時間 分（ ％）

 

計（②） 時間 分（ ％）  

合計（①＋②＝

③） 
他社の放送番組 時間 分（ ％）

備 考 自社の放送番組 時間 分（ ％）

（注１） 供給者名の欄は、(ｱ)の放送番組表に記載した放送番組

のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業者

及びその他の者の別に記載すること。 

（注２） 合計の欄の括弧内は、(ｱ)の放送番組表の合計の欄の時

間に対する当該欄の比率を記載すること。 

（注３） 「備考」の欄（自社の放送番組）の比率は、１週間当

たりの総放送時間の比率を 100％として「合計（①＋②＝

③）」の欄（他社の放送番組）の比率を差し引いた比率

を記載すること。 

（注４） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内

容を記載した書類を添付すること。 

（注５） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に

係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に（ ）で記載す
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ること。 

（注６） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで

記載すること。 

イ マルチメディア放送を行う場合 

放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間及び伝

送容量（臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除

く。）について、次の(ｱ)から(ｴ)までの様式により記載するこ

と。 

(ｱ) リアルタイム型放送番組表（注１）（注２）（注３）（注

４）（注６） 

曜日

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

        

計 

時

間

分

  

伝

送

容

量

  

合計   時間  分（伝送容量  ）

有料放送（  ％） 
備考   

(ｲ) 蓄積型放送番組表（注１）（注２）（注４）（注６） 

 放送される時間帯 放送事項 合計伝送容量 

月    

火    

水    

木    

 

 

 

 

別紙(9)は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時

間及び伝送容量（臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を

除く。）について、次のアからエまでの様式により記載すること。 

     

ア リアルタイム型放送番組表（注１）（注２）（注３）（注４） 

 

曜日

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

        

計

時

間

分

  

伝

送

容

量

  

合計   時間  分（伝送容量  ）

有料放送（  ％） 
備考   

イ 蓄積型放送番組表（注１）（注２）（注４） 

 放送される時間帯 放送事項 合計伝送容量 

月    

火    

水    

木    
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金    

土    

日    

合計 伝送容量 

有料放送（  ％） 備考  

(ｳ) 全体の放送番組表（注５）（注６） 

放送番組の
形態の別及
び影像、音
響又は信号
の別 

有料放送又は無
料放送が放送全
体に占める割合
（％） 

影像、音
響又は信
号が放送
全体に占
める割合
（％） 

合計 

（％） 
放送事項

有料放

送 

無料放

送 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
型
放
送
番
組 

影像 Ａ Ｇ 
Ａ及びＧ

の和 

Ａ
か
ら
Ｃ
ま
で
及
び
Ｇ
か
ら
Ｉ
ま
で

の
和 

音響 Ｂ Ｈ 
Ｂ及びＨ

の和 

信号 Ｃ Ｉ 
Ｃ及びＩ

の和 

蓄
積
型
放
送
番
組 

影像 Ｄ Ｊ 
Ｄ及びＪ

の和 

Ｄ
か
ら
Ｆ
ま
で
及
び
Ｊ

か
ら
Ｌ
ま
で
の
和 

音響 Ｅ Ｋ 
Ｅ及びＫ

の和 

金    

土    

日    

合計 伝送容量 

有料放送（  ％） 備考  

ウ 全体の放送番組表（注５） 

放送番組の
形態の別及
び影像、音
響又は信号
の別 

有料放送又は無
料放送が放送全
体に占める割合
（％） 

影像、音
響又は信
号が放送
全体に占
める割合
（％） 

合計 

（％） 
放送事項 

有料放

送 

無料放

送 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
型
放
送
番
組 

影像 Ａ Ｇ 
Ａ及びＧ

の和 

Ａ
か
ら
Ｃ
ま
で
及
び
Ｇ
か
ら
Ｉ
ま
で

の
和 

音響 Ｂ Ｈ 
Ｂ及びＨ

の和 

信号 Ｃ Ｉ 
Ｃ及びＩ

の和 

蓄
積
型
放
送
番
組 

影像 Ｄ Ｊ 
Ｄ及びＪ

の和 

Ｄ
か
ら
Ｆ
ま
で
及
び
Ｊ

か
ら
Ｌ
ま
で
の
和 

音響 Ｅ Ｋ 
Ｅ及びＫ

の和 
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（注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

（注２） リアルタイム型放送番組とは全ての受信者が同時に受信

設備において視聴することができる形態の放送番組をい

い、蓄積型放送番組とは受信者があらかじめ受信設備に蓄

積させておくことにより、蓄積後の任意の時間に視聴する

ことができる形態の放送番組をいう。 

（注３） リアルタイム型放送番組は、個々の放送番組について、

その開始及び終了の時刻を記載すること。 

（注４） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係

る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」の記

号等を表示し、合計欄内に、(ｱ)の放送番組表にあつては１

週間当たりの放送番組の放送時間全体に占める有料放送に

係る放送時間の割合を、(ｲ)の放送番組表にあつては１週間

当たりの放送番組の伝送容量全体に占める有料放送に係る

伝送容量の割合を（ ）で再掲すること。 

（注５） １週間当たりの放送の伝送容量について、以下に掲げる

事項ごと、かつ、影像、音響又は信号の別ごとに、１週間

当たりの放送の伝送容量全体に占めるそれぞれの伝送容量

の割合を記載すること。 

(Ａ) 放送番組の形態の別 

(Ｂ) 無料放送又は有料放送の別 

（注６） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記載

すること。 

信号 Ｆ Ｌ 
Ｆ及びＬ

の和 

合計（％）

Ａから

Ｆまで

の和 

Ｇから

Ｌまで

の和 

 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

    （注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

（注２） リアルタイム型放送番組とは全ての受信者が同時に受信

設備において視聴することができる形態の放送番組をい

い、蓄積型放送番組とは受信者があらかじめ受信設備に蓄

積させておくことにより、蓄積後の任意の時間に視聴する

ことができる形態の放送番組をいう。 

（注３） リアルタイム型放送番組は、個々の放送番組について、

その開始及び終了の時刻を記載すること。 

（注４） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係

る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」の記

号等を表示し、合計欄内に、アの放送番組表にあつては１

週間当たりの放送番組の放送時間全体に占める有料放送に

係る放送時間の割合を、イの放送番組表にあつては１週間

当たりの放送番組の伝送容量全体に占める有料放送に係る

伝送容量の割合を（ ）で再掲すること。 

（注５） １週間当たりの放送の伝送容量について、以下に掲げる

事項ごと、かつ、影像、音響又は信号の別ごとに、１週間

当たりの放送の伝送容量全体に占めるそれぞれの伝送容量

の割合を記載すること。 

(ｱ) 放送番組の形態の別 

(ｲ) 無料放送又は有料放送の別 

 

 

信号 Ｆ Ｌ 
Ｆ及びＬ

の和 

合計（％）

Ａから

Ｆまで

の和 

Ｇから

Ｌまで

の和 

 100 
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(ｴ) 他から供給を受ける放送番組の伝送容量等 

供給者名 
１週間当たりの放送の伝送

容量全体に占める割合 

供給に関する

協定等の有無 

 

 

％（ ％）  

合 計 ％（ ％）  

（注１） 供給者名の欄は、(ｱ)から(ｳ)までの放送番組表に記載し

た放送番組のうち、他から供給を受けるものについて記載

すること。 

（注２） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容

を記載した書類を添付すること。 

（注３） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、１週間当たり

の放送の伝送容量全体に占める有料放送に係る伝送容量の

割合をそれぞれ該当する欄内に（ ）で記載すること。 

（注４） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記

載すること。 

(10)～(14) （略）  

エ 他から供給を受ける放送番組の伝送容量等 

供給者名 
一週間当たりの放送の伝送

容量全体に占める割合 

供給に関する

協定等の有無 

 

 

％（ ％）  

合 計 ％（ ％）  

（注１） 供給者名の欄は、アからウまでの放送番組表に記載した

放送番組のうち、他から供給を受けるものについて記載す

ること。 

（注２） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容

を記載した書類を添付すること。 

（注３） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、一週間当たり

の放送の伝送容量全体に占める有料放送に係る伝送容量の

割合をそれぞれ該当する欄内に（ ）で記載すること。 

（注４） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記

載すること。 

(10)～(14) （略） 

 


